
経済産業省中小企業委託事業

のごあんない

公益財団法人人権教育啓発推進センター「中企庁CSR無料パンフレット」係
〒105-0012 東京都港区芝大門2-10-12 KDX芝大門ビル4階
TEL 03-5777-1802（代表）　FAX 03-5777-1803
ウェブサイト http://www.jinken.or.jp　Eメール csr-freep@jinken.or.jp

【問合せ先】

CSR（企業の社会的責任）・人権啓発に関する

パンフレット&DVD

公益財団法人人権教育啓発推進センターでは、経済産業省中小企業庁の委託を受け、
企業の社会的責任や人権をテーマとした各種パンフレットを制作しております。是非、御活用ください。

「CSR」で会社が変わる、社会が変わる
―社員一人ひとりに〝生きたCSR〟を―
●経営者向け（A4/28頁）
企業経営に人権の視点を盛り込むことについてまとめた
冊子。企業の社会的責任の観点から人権への取組が
必要なことについて解説。

HR-1
企業活動に人権的視点を
―CSRで会社が変わる・社会が変わる―
●取組事例ビデオ（DVD）
「企業の社会的責任と人権」セミナーで発表いただい
た実践事例の中から企業にとって関心の高いテーマ
に関する事例を映像で紹介。

V-01

「CSR」で意識が変わる企業は伸びる
―企業の一人ひとりに〝わかるCSR〟を―
●担当者向け（A4/48頁）
企業の人権啓発担当者が社内における啓発活動を行う
ための参考資料。人権研修の実践のヒントとして活用で
きます。

HR-2

「CSR」で見えてくる明るい明日
―一人ひとりが考える〝CSRと人権〟―
●従業員向け（A4/28頁）
企業で働く人のための人権啓発冊子です。企業の社会
的責任と人権に関する基本的な事柄を分かりやすくま
とめています。

HR-3

えせ同和行為には…みんなでNO!
―対応のポイント―
●えせ同和行為対応リーフレット（A4/4頁）
えせ同和行為にどのように対処したらよいのか、簡潔に
まとめたリーフレット。読みやすく、一般向け配布に最適。

E-01

企業活動に人権的視点を②
～会社や地域の課題を解決するために～
●取組事例ビデオVol.2（DVD）
これまで「企業の社会的責任と人権」セミナーで発表
いただいた実践事例に加え、新たな国内外の動向を
踏まえた視点からも取組事例を選出。映像と専門家
による解説等により分かりやすく紹介。

V-02

許すな「えせ同和行為」
～あなたの会社を不当な要求から守ろう～
●えせ同和行為対応ビデオ（DVD）
えせ同和行為にどのように対処したらよいのか、その
心構えと対策をドラマ形式で分かりやすく紹介。

E-02

申込用紙（PDF）は、人権センターの
ウェブサイトからダウンロード可能です。
http：//www.jinken.or.jp/archives/882

※詳細は裏面を御覧ください。

FAX  裏面の申込用紙に必要事項を記入し、お申し込みください。

【申込方法】
インターネット又は

FAXにてお申し込みいただけます。

Webで
カンタン
申込み！

無料配布

令和3年度「CSR（企業の社会的責任）と
人権セミナー」概要パンフレット
●令和3年度セミナー概要（A4/28頁）
令和3年度に高知、福島、大津で開催された「CSR(企業
の社会的責任)と人権セミナー」の内容をまとめた冊子。
基調講演と6社の事例、経済産業省からの説明を紹介。

Z-21

▼こちらからもアクセスできます。

http://www.jinken.or.jp/archives/882

一部パンフレットの電子データ（PDF）は、
下記の中小企業庁ウェブサイトからも御覧いただけます。
https://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/index.htm

インターネットの
専用申込フォーム

会社が変わる、
社会が変わる

CSR で

社員一人ひとりに“生きたCSR”を

公益財団法人人権教育啓発推進センター

経済産業省中小企業庁

経営者のための人権啓発冊子

経済産業省中小企業庁委託事業
発行：公益財団法人　人権教育啓発推進センター
 〒105-0012　東京都港区芝大門2-10-12　KDX芝大門ビル4F
 TEL 03-5777-1802（代）　FAX 03-5777-1803
 http://www.jinken.or.jp

 ※経済産業省中小企業庁では、人権啓発に関連する資料をホームページで公開しています。
 　http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/index.htm

２０２２年８月発行

人権啓発担当者のための人権啓発冊子

公益財団法人人権教育啓発推進センター

CSR で
意識が変わる
企業は伸びる

企業の一人ひとりに
“わかるCSR”を

経済産業省中小企業庁委託事業
発行：公益財団法人　人権教育啓発推進センター
 〒105-0012　東京都港区芝大門2-10-12　KDX芝大門ビル4F
 TEL 03-5777-1802（代）　FAX 03-5777-1803
 http://www.jinken.or.jp

 ※経済産業省中小企業庁では、人権啓発に関連する資料をホームページで公開しています。
 　http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/index.htm

２０１８年８月発行

この冊子には環境に配慮した紙を使用しています。

見えてくる
明るい明日

CSR で

一人ひとりが考える“CSRと人権”

公益財団法人人権教育啓発推進センター

企業で働く人のための人権啓発冊子

みんなで

NO!
みんなで

対応の
ポイント

同和問題を口実にして企業や官公署な
どに違法・不当な利益や義務のないこ

意識を植え付け、偏見や差別意識を助
長する要因となっています。このような
行為に応じてはなりません。

えせ同和行為には…

経済産業省中小企業庁委託事業 公益財団法人 人権教育啓発推進センター
〒105-0012 東京都港区芝大門二丁目 10 番 12 号 KDX 芝大門ビル 4F
TEL.03-5777-1802　FAX.03-5777-1803　http://www.jinken.or.jp

　 困った時の相談窓口
①緊急を要する場合：110 番
②最寄りの警察署
③都道府県警察本部／刑事部暴力団対策課等
　 https://www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm（警察総合相談電話番号）

④都道府県暴力追放運動推進センター
　 http://fc00081020171709.web3.blks.jp/center/index.html
　 （都道府県暴力追放運動推進センター連絡先一覧表）

各弁護士会／民事介入暴力被害者救済センター等

平成30（2018）年7月 改訂

　 https://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation/legal_consultation.html
（全国の法律相談センター）

法務局人権擁護部・地方法務局人権擁護課（支局でも可）
　 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html（常設人権相談所）

　 企業アンケートに見る「えせ同和行為」の実態
調査の概要

※出典　「平成 25 年中におけるえせ同和行為実態把握のためのアンケート調査結果概要」公益財団法人 人権教育啓発推進センター
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　 「えせ同和行為」とは

■同和問題とは

■部落差別解消推進法について
2016（平成28）年12月、「部落差別の解消の推進に関する法律」（部落差別解消推進法）が成立・施行されました。
この法律では、同和問題（部落差別）の解決は重要な課題であり、差別の解消へ向けた施策に取組むことは国の
責務であると、改めて明記されています。

同和地区、被差別部落などと呼ばれる地域の出身であることや、そこに住んでいることを理由に、結婚を反対さ
れたり、就職ができなかったり、といった様々な差別を受けるという問題です。このような差別は、憲法で定め
ている基本的人権の尊重に反し、重大な人権侵害です。

弁護士

警察

法務局

全国の9,000事業所に送ったアンケートに回答のあった4,398事業所のうち、同和を名乗る者又は団体か
ら違法・不当な要求を受けた事業所は204事業所、その要求総件数は437件でした。被害率（要求を受
けた事業所数の割合）は4.6％でした。そのうち、違法・不当な要求に応じてしまった事業所は29事業所
あり、応諾率（要求に対して、「全部」又は「一部」に応じた事業所数の割合）は14.2％でした。

「同和問題はこわい問題であり、できれば避けたい」といった誤った意識に乗じて、企業などから何らか
の利権を得ようとする行為です。同和問題（部落差別）の解決を阻む大きな原因となっています。

前回調査（平成 20年）との比較
・被害率：16.1%→4.6%　11.5 ポイント減少 ・応諾率：12.3%→14.2%　1.9 ポイント増加
・ 業種別の被害率：依然として建設業が高い ・ 要求の種類：「機関誌・図書等物品購入の強要」が依然として多い
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経済産業省中小企業庁委託

令和3年度

ＣＳＲ（企業の社会的責任）と人権セミナー

公益財団法人人権教育啓発推進センター
http://www.jinken.or.jp

従業員・地域・取引先を大切にする企業

概要

（公財）人権教育啓発推進センター
〒105-0012  東京都港区芝大門2-10-12 
　　　　　　KDX芝大門ビル4F
TEL.03-5777-1802（代） 
FAX.03-5777-1803
URL http://www.jinken.or.jp

この作品に関するお問合せ企画　経済産業省中小企業庁
　　　公益財団法人人権教育啓発推進センター
制作　東映株式会社

36分 1

人権チャンネル https://www.youtube.com/jinkenchannel検 索

企画　経済産業省中小企業庁
　　　公益財団法人人権教育啓発推進センター
制作　東映株式会社
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　「えせ同和行為」とは、同和問題を口実にして、企業・個人や官公署などに不当な利益や義務
のないことを求める行為を指します。
　えせ同和行為は、同和問題に関する誤った認識を植え付け、偏見や差別を助長する要因となって
おり、同和問題の解決を阻害するものです。
　本DVDでは、えせ同和行為をはじめとする不当要求行為の主な事例をドラマ形式で具体的に
紹介し、その心構えと対策を分かりやすく紹介しています。

Chapter

1
オープニング 
（1分25秒）

Chapter

2
同和問題とは
（1分58秒）

Chapter

3
本を送るという
電話がかかってきた
（5分57秒）

Chapter

4
断ったのに
本を送ってきた 
（2分09秒）

Chapter

5
えせ同和行為者と
やむを得ず
会うことになった 
（7分00秒）

Chapter

6
融資を強要された  
（3分07秒）

えせ同和行為以外の
不当要求行為
交通事故の示談などに
介入し、金品を要求する  
（3分51秒）

Chapter

8

Chapter

7

えせ同和行為以外の
不当要求行為
従業員対応にクレームを
つけて企業に脅しを
かける  （9分21秒）

Chapter

9
エンディング  
（1分21秒）

（36分）
字幕付き
副音声入り

「活用の手引き」付き

経済産業省中小企業庁委託事業

許すな「えせ同和行為」
～あなたの会社を不当な要求から守ろう～

本DVDに収録されている映像は、
動画共有サイトYouTubeの

「人権チャンネル」からも視聴できます
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Eメール

〒　　　　　　-

□ 情報提供は不要 人権センターからの情報提供が不要な方のみ、左の□をチェックしてください。

インターネットの
専用申込フォーム

FAX03-5777-1803FAXでのお申込み

【申込方法】CSR（企業の社会的責任）・人権啓発に関する

パンフレット&DVD

公益財団法人人権教育啓発推進センター「中企庁CSR無料パンフレット」係
〒105-0012 東京都港区芝大門2-10-12 KDX芝大門ビル4階
TEL 03-5777-1802（代表）　FAX 03-5777-1803
ウェブサイト http://www.jinken.or.jp　Eメール csr-freep@jinken.or.jp

【問合せ先】

HR-1
HR-2
HR-3
E-01
Z-20
Z-21
V-01
V-02
E-02

コード 希望部数パンフレット等名称

経営者向け

担当者向け

従業員向け

えせ同和行為対応リーフレット

令和2年度セミナー概要

令和3年度セミナー概要

取組事例ビデオ（DVD）

取組事例ビデオVol.2（DVD）

えせ同和行為対応ビデオ（DVD）

部

部

部

部

部

部

枚

枚

枚

「CSR」で会社が変わる、社会が変わる ―社員一人ひとりに〝生きたCSR〟を―
「CSR」で意識が変わる企業は伸びる ―企業の一人ひとりに〝わかるCSR〟を―
「CSR」で見えてくる明るい明日 ―一人ひとりが考える〝CSRと人権〟―
えせ同和行為には…みんなでNO! ―対応のポイント―
令和2年度「CSR（企業の社会的責任）と人権セミナー」概要パンフレット
令和3年度「CSR（企業の社会的責任）と人権セミナー」概要パンフレット
企業活動に人権的視点を ―CSRで会社が変わる・社会が変わる―
企業活動に人権的視点を② ～会社や地域の課題を解決するために～
許すな「えせ同和行為」 ～あなたの会社を不当な要求から守ろう～

1　個人学習・自己啓発 2　研修会（主な対象者： ）
3　イベント等での配布 4　資料作成の参考
5　その他（  ）

利用目的
該当する番号に
○をつけてください。

1　中小企業（個人事業主を含む）　　2　大企業　　　　　　　　　　　3　地方公共団体
4　国の機関　　　　　　　　　　　5　その他の団体・組織　　　　　 6　個人

分類
該当する番号に
○をつけてください。

氏名

団体（法人名等）
部署名（部・課等）

送付先住所

備考

連絡先

枠内に必要事項を記入し、上記番号へお申し込みください。

●お申し込みから発送まで2週間程度お時間を頂きます。●在庫切れの場合もありますので､あらかじめ御了承ください。●大量部数を御希望の場合は、事前に当センターまで御相談ください。
●一部パンフレットの電子データ（PDFデータ）は中小企業庁ウェブサイトからも御覧いただけます。https://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/index.htm

インターネット又はFAXにてお申し込みいただけます。

申込用紙（PDF）は、
人権センターの
ウェブサイトから
ダウンロード可能です。

▼こちらからもアクセスできます。

http://www.jinken.or.jp/archives/882

Webで
カンタン
申込み！

人権に関する図書、DVD、
そして無料会議室をお探しの方は、
人権ライブラリーまで
https://www.jinken-library.jp/


